
総
額
２
７
６
億
３
９
３
６
万
円

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
　
５
億
６
６
１
９
万
円
を
追
加
し

津
屋
崎
公
民
館
管
理
運
営
費

　
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
津
屋
崎
公

民
館
の
解
体
工
事
の
設
計
を
行
う
費

用 
５
１
１
万
円

市
民
税
課
税
事
務
費

　
確
定
申
告
会
場
の
混
雑
緩
和
を
図

る
た
め
、
申
告
の
事
前
予
約
受
付
を

実
施
し
、
そ
の
た
め
の
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
。
ま
た
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
事
前
予
約
受
付

の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
費
用

  

　
４
８
２
万
円

中
学
校
校
舎
施
設
整
備
事
業
費

　
福
間
中
学
校
体
育
館
の
ト
イ
レ
に

つ
い
て
、
洋
式
化
お
よ
び
乾
式
化
を

行
う
費
用
　
　
　
　  

１
２
５
８
万
円

　
津
屋
崎
中
学
校
の
特
別
支
援
教
室

の
不
足
に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
教

室
の
改
修
工
事
を
行
う
費
用

 

３
１
７
１
万
円

感
染
症
対
策
事
業
費

　
市
内
で
運
営
し
て
い
る
事
業
所（
保

育
所
、小
中
学
校
、介
護
保
険
事
業
所
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
）の
職

員
と
介
護
保
険
事
業
所
等
の
利
用
者

に
対
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
抗

原
検
査
キ
ッ
ト
の
配
布
を
行
う
費
用

４
４
８
万
円

水
産
振
興
一
般
管
理
費

　
コ
ロ
ナ
禍
で
魚
の
価
格
が
下
落
し

て
い
る
た
め
、
水
産
物
の
販
売
促
進

に
関
す
る
経
費
の
補
助
お
よ
び
漁
業

者
が
漁
協
に
対
し
て
負
担
す
る
販
売

手
数
料
の
一
部
を
補
助
す
る
費
用

１
０
７
５
万
円

電
算
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
事
業
費

　
市
役
所
庁
舎
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

W
i
‐
F
i
を
設
置
し
、
高
速
な
回
線

を
準
備
す
る
こ
と
で
、
Ｗ
E
B
会
議

等
が
行
え
る
環
境
を
整
備
し
、
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
D
X
）
化
を
進
め
る
費
用

　
　
　
　
　
　 １
４
７
５
万
円

幼
稚
園
一
般
管
理
費

　
幼
児
教
育
無
償
化
の
給
付
を
受
け

て
い
な
い
、
多
様
な
集
団
活
動
事
業

を
行
う
施
設
を
利
用
す
る
満
３
歳
以

上
の
幼
児
の
保
護
者
が
支
払
う
利
用

料
に
対
し
補
助
を
行
う
費
用
　

１
２
０
万
円

道
路
新
設
改
良
事
業
費

　
歩
行
者
が
通
行
す
る
鞍
手
踏
切
の

軌
道
整
正
や
踏
切
前
後
の
歩
道
整
備

を
行
う
追
加
費
用
　 

１
８
９
０
万
円

人
事
案
件
に
同
意

《
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
》

花
田
　久
美
子 

氏

任
期
　令
和
4
年
1
月
1
日
か
ら

　
　
　令
和
6
年
12
月
31
日
ま
で

は
な
だ

く

み

こ

辺
野
古
新
基
地
建
設
の
中
止
と
、

普
天
間
基
地
の
沖
縄
県
外
・
国
外

移
転
に
つ
い
て
国
民
的
議
論
を
行

い
、
憲
法
に
基
づ
き
公
正
か
つ
民

主
的
に
解
決
す
る
べ
き
と
す
る
意

見
書
の
採
択
を
求
め
る
陳
情

　「
新
し
い
提
案
」
実
行
委
員
会

　
　
　
　
責
任
者
　
安
里
　
長
従

全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会
　

会
長
　
阿
部
　
健
太
郎

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
即
時
中
止
を
求
め
ま

す
」
に
関
す
る
陳
情
書

宮
原
　
敏

網
膜
色
素
変
性
症
に
お
け
る
暗
所

視
支
援
眼
鏡
の
公
費
助
成
を
求
め

る
要
望
書

　
福
岡
県
網
膜
色
素
変
性
症
協
会

会
長
　
野
口
　
建

陳
　情

解体される津屋崎公民館

歩道整備が行われる鞍手踏切

児童数の増加が予測される
学童保育所

農家が設置した箱罠に入るイノシシ

　
学
童
保
育
所
は
、
共
働
き
家
庭
の
増
加
や
保
護
者
の
勤
務
形
態
の
多
様
化
な
ど
に
よ

り
、
放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
と
し
て
整
備
・
拡
充
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
者
数
や
事
業
所
の
数
が
大
き
く
伸
び
、
生
活

能
力
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
や
社
会
と
の
交
流
促
進
な
ど
の
支
援
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

（
市
民
福
祉
委
員
会
所
管
事
務
調
査
）

用
申
請
は
、
障
害
者
手
帳
も
し
く
は
主

治
医
の
意
見
書
が
必
要
で
、
福
祉
課
窓

口
で
相
談
を
受
け
て
い
る
。

　
国
に
お
い
て
も
障
が
い
児
通
所
支
援

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
が
開
か

れ
、
市
も
そ
の
議
論
の
結
果
に
よ
り
対

応
し
て
い
く
。
充
分
な
相
談
支
援
を
行

う
た
め
に
は
、
障
が
い
の
種
別
に
応
じ

た
情
報
共
有
が
必
要
と
な
る
た
め
、
相

談
窓
口
の
充
実
と
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
の
早
期
設
置
が
求
め
ら
れ
る
。

▼
学
童
保
育
所
に
つ
い
て

　
学
童
保
育
所
は
、
福
津
市
学
童
保
育

所
条
例
で
規
定
さ
れ
、
市
内
全
小
学
校

に
18
カ
所
、
民
間
委
託
で
１
カ
所
設
置

さ
れ
て
い
る
。
合
計
定
員
は
、
現
在
９

０
０
人
で
あ
る
。
人
口
増
の
た
め
、
平

成
27
年
以
降
は
新
増
築
に
よ
り
毎
年
約

50
人
ず
つ
定
員
を
増
や
し
、
４
０
０
人

増
員
し
対
応
し
て
き
た
。

　
今
後
も
児
童
数
の
増
加
が
予
測
さ
れ

る
た
め
、
ニ
ー
ズ
や
子
ど
も
の
状
況
に

応
じ
た
対
応
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

そ
の
た
め
に
も
加
配
の
予
算
や
人
員
を

確
保
し
、
支
援
の
充
実
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

▼
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　
事
業
所
は
12
カ
所
、
利
用
者
数
は
平

成
24
年
度
が
26
人
だ
っ
た
が
現
在
は
２

１
４
人
と
急
増
し
て
い
る
。
利
用
者

は
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
で
、
放
課
後

と
長
期
休
暇
中
に
利
用
し
て
い
る
。
利

流
入
し
て
農
業
に
被
害
を
お
よ
ぼ
し
か

ね
な
い
こ
と
、
施
設
の
溜
ま
り
水
が
地

下
に
浸
透
し
飲
料
水
が
汚
染
さ
れ
る
こ

と
な
ど
、
近
隣
住
民
の
多
く
が
水
の
問

題
を
大
変
危
惧
し
て
い
る
。
市
内
の
多

く
の
事
業
所
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
お

よ
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
の
適
用
外

で
、
ヤ
ー
ド
施
設
に
対
し
て
は
、
国
や

県
に
よ
る
規
制
の
強
化
を
訴
え
る
と
と

も
に
、
他
自
治
体
の
条
例
な
ど
を
参
考

に
し
て
、
少
し
で
も
有
効
な
規
制
が
で

き
る
よ
う
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

▼
農
業
政
策
の
現
状
と
今
後
の
課
題
に

つ
い
て

　
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
農
業
は
専
業

か
ら
兼
業
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
後

継
者
不
足
も
顕
著
で
あ
る
。
所
得
が
見

込
め
る
品
種
（
い
ち
ご
な
ど
）
に
集
中

し
た
支
援
で
後
継
者
づ
く
り
を
強
化
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
農
業
に
取
り

組
み
や
す
い
基
盤
整
備
や
ほ
場
の
整

備
、
市
街
化
調
整
区
域
内
の
遊
休
地
を

活
用
し
た
計
画
的
な
企
業
誘
致
な
ど
、

農
地
管
理
や
農
業
施
設
管
理
が
必
要
で

あ
る
。
鳥
獣
害
対
策
で
は
、
農
業
従
事

者
と
市
と
関
係
団
体
が
連
携
し
、
課
題

解
決
に
向
け
て
さ
ら
に
協
議
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

▼
産
業
廃
棄
物
処
理
等
関
連
施
設
の
現

状
に
つ
い
て

　
産
業
廃
棄
物
処
理
等
関
連
施
設
の
多

く
は
農
業
地
域
や
山
間
部
に
あ
り
、
施

設
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
が
た
め
池
等
に

学
童
保
育
所
お
よ
び
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
現

状
と
課
題
に
つ
い
て
調
査

　
市
の
基
幹
産
業
の
一
つ
で
あ
る
農
業
は
、
遊
休
農
地
の
増
加
や
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作

物
の
被
害
、
後
継
者
不
足
な
ど
で
、
取
り
巻
く
環
境
は
年
々
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
に
対
し
、
市
の
農
業
政
策
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
ま
た
、
産

業
廃
棄
物
処
理
等
関
連
施
設
の
概
要
お
よ
び
福
岡
県
の
立
ち
入
り
検
査
の
現
状
、
規
制

す
る
条
例
等
の
検
討
に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。

（
建
設
環
境
委
員
会
所
管
事
務
調
査
）

農
業
政
策
の
現
状
と
今
後
の
課
題
お
よ
び
産
業
廃
棄

物
処
理
等
関
連
施
設
の
現
状
に
つ
い
て
調
査

4

9
月
定
例
会
　
一
般
会
計
補
正
予
算・人
事
案
件・陳
情



総
額
２
７
６
億
３
９
３
６
万
円

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
　
５
億
６
６
１
９
万
円
を
追
加
し

津
屋
崎
公
民
館
管
理
運
営
費

　
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
津
屋
崎
公

民
館
の
解
体
工
事
の
設
計
を
行
う
費

用 

５
１
１
万
円

市
民
税
課
税
事
務
費

　
確
定
申
告
会
場
の
混
雑
緩
和
を
図

る
た
め
、
申
告
の
事
前
予
約
受
付
を

実
施
し
、
そ
の
た
め
の
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
。
ま
た
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
事
前
予
約
受
付

の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
費
用

  

　
４
８
２
万
円

中
学
校
校
舎
施
設
整
備
事
業
費

　
福
間
中
学
校
体
育
館
の
ト
イ
レ
に

つ
い
て
、
洋
式
化
お
よ
び
乾
式
化
を

行
う
費
用
　
　
　
　  

１
２
５
８
万
円

　
津
屋
崎
中
学
校
の
特
別
支
援
教
室

の
不
足
に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
教

室
の
改
修
工
事
を
行
う
費
用

 

３
１
７
１
万
円

感
染
症
対
策
事
業
費

　
市
内
で
運
営
し
て
い
る
事
業
所（
保

育
所
、小
中
学
校
、介
護
保
険
事
業
所
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
）の
職

員
と
介
護
保
険
事
業
所
等
の
利
用
者

に
対
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
抗

原
検
査
キ
ッ
ト
の
配
布
を
行
う
費
用

４
４
８
万
円

水
産
振
興
一
般
管
理
費

　
コ
ロ
ナ
禍
で
魚
の
価
格
が
下
落
し

て
い
る
た
め
、
水
産
物
の
販
売
促
進

に
関
す
る
経
費
の
補
助
お
よ
び
漁
業

者
が
漁
協
に
対
し
て
負
担
す
る
販
売

手
数
料
の
一
部
を
補
助
す
る
費
用

１
０
７
５
万
円

電
算
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
事
業
費

　
市
役
所
庁
舎
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

W
i
‐
F
i
を
設
置
し
、
高
速
な
回
線

を
準
備
す
る
こ
と
で
、
Ｗ
E
B
会
議

等
が
行
え
る
環
境
を
整
備
し
、
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
D
X
）
化
を
進
め
る
費
用

　
　
　
　
　
　 １
４
７
５
万
円

幼
稚
園
一
般
管
理
費

　
幼
児
教
育
無
償
化
の
給
付
を
受
け

て
い
な
い
、
多
様
な
集
団
活
動
事
業

を
行
う
施
設
を
利
用
す
る
満
３
歳
以

上
の
幼
児
の
保
護
者
が
支
払
う
利
用

料
に
対
し
補
助
を
行
う
費
用
　

１
２
０
万
円

道
路
新
設
改
良
事
業
費

　
歩
行
者
が
通
行
す
る
鞍
手
踏
切
の

軌
道
整
正
や
踏
切
前
後
の
歩
道
整
備

を
行
う
追
加
費
用
　 

１
８
９
０
万
円

人
事
案
件
に
同
意

《
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
》

花
田
　久
美
子 

氏

任
期
　令
和
4
年
1
月
1
日
か
ら

　
　
　令
和
6
年
12
月
31
日
ま
で

は
な
だ

く

み

こ

辺
野
古
新
基
地
建
設
の
中
止
と
、

普
天
間
基
地
の
沖
縄
県
外
・
国
外

移
転
に
つ
い
て
国
民
的
議
論
を
行

い
、
憲
法
に
基
づ
き
公
正
か
つ
民

主
的
に
解
決
す
る
べ
き
と
す
る
意

見
書
の
採
択
を
求
め
る
陳
情

　「
新
し
い
提
案
」
実
行
委
員
会

　
　
　
　
責
任
者
　
安
里
　
長
従

全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会
　

会
長
　
阿
部
　
健
太
郎

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
即
時
中
止
を
求
め
ま

す
」
に
関
す
る
陳
情
書

宮
原
　
敏

網
膜
色
素
変
性
症
に
お
け
る
暗
所

視
支
援
眼
鏡
の
公
費
助
成
を
求
め

る
要
望
書

　
福
岡
県
網
膜
色
素
変
性
症
協
会

会
長
　
野
口
　
建

陳
　情

解体される津屋崎公民館

歩道整備が行われる鞍手踏切

児童数の増加が予測される
学童保育所

農家が設置した箱罠に入るイノシシ

　
学
童
保
育
所
は
、
共
働
き
家
庭
の
増
加
や
保
護
者
の
勤
務
形
態
の
多
様
化
な
ど
に
よ

り
、
放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
と
し
て
整
備
・
拡
充
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
者
数
や
事
業
所
の
数
が
大
き
く
伸
び
、
生
活

能
力
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
や
社
会
と
の
交
流
促
進
な
ど
の
支
援
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

（
市
民
福
祉
委
員
会
所
管
事
務
調
査
）

用
申
請
は
、
障
害
者
手
帳
も
し
く
は
主

治
医
の
意
見
書
が
必
要
で
、
福
祉
課
窓

口
で
相
談
を
受
け
て
い
る
。

　
国
に
お
い
て
も
障
が
い
児
通
所
支
援

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
が
開
か

れ
、
市
も
そ
の
議
論
の
結
果
に
よ
り
対

応
し
て
い
く
。
充
分
な
相
談
支
援
を
行

う
た
め
に
は
、
障
が
い
の
種
別
に
応
じ

た
情
報
共
有
が
必
要
と
な
る
た
め
、
相

談
窓
口
の
充
実
と
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
の
早
期
設
置
が
求
め
ら
れ
る
。

▼
学
童
保
育
所
に
つ
い
て

　
学
童
保
育
所
は
、
福
津
市
学
童
保
育

所
条
例
で
規
定
さ
れ
、
市
内
全
小
学
校

に
18
カ
所
、
民
間
委
託
で
１
カ
所
設
置

さ
れ
て
い
る
。
合
計
定
員
は
、
現
在
９

０
０
人
で
あ
る
。
人
口
増
の
た
め
、
平

成
27
年
以
降
は
新
増
築
に
よ
り
毎
年
約

50
人
ず
つ
定
員
を
増
や
し
、
４
０
０
人

増
員
し
対
応
し
て
き
た
。

　
今
後
も
児
童
数
の
増
加
が
予
測
さ
れ

る
た
め
、
ニ
ー
ズ
や
子
ど
も
の
状
況
に

応
じ
た
対
応
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

そ
の
た
め
に
も
加
配
の
予
算
や
人
員
を

確
保
し
、
支
援
の
充
実
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

▼
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　
事
業
所
は
12
カ
所
、
利
用
者
数
は
平

成
24
年
度
が
26
人
だ
っ
た
が
現
在
は
２

１
４
人
と
急
増
し
て
い
る
。
利
用
者

は
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
で
、
放
課
後

と
長
期
休
暇
中
に
利
用
し
て
い
る
。
利

流
入
し
て
農
業
に
被
害
を
お
よ
ぼ
し
か

ね
な
い
こ
と
、
施
設
の
溜
ま
り
水
が
地

下
に
浸
透
し
飲
料
水
が
汚
染
さ
れ
る
こ

と
な
ど
、
近
隣
住
民
の
多
く
が
水
の
問

題
を
大
変
危
惧
し
て
い
る
。
市
内
の
多

く
の
事
業
所
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
お

よ
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
の
適
用
外

で
、
ヤ
ー
ド
施
設
に
対
し
て
は
、
国
や

県
に
よ
る
規
制
の
強
化
を
訴
え
る
と
と

も
に
、
他
自
治
体
の
条
例
な
ど
を
参
考

に
し
て
、
少
し
で
も
有
効
な
規
制
が
で

き
る
よ
う
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

▼
農
業
政
策
の
現
状
と
今
後
の
課
題
に

つ
い
て

　
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
農
業
は
専
業

か
ら
兼
業
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
後

継
者
不
足
も
顕
著
で
あ
る
。
所
得
が
見

込
め
る
品
種
（
い
ち
ご
な
ど
）
に
集
中

し
た
支
援
で
後
継
者
づ
く
り
を
強
化
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
農
業
に
取
り

組
み
や
す
い
基
盤
整
備
や
ほ
場
の
整

備
、
市
街
化
調
整
区
域
内
の
遊
休
地
を

活
用
し
た
計
画
的
な
企
業
誘
致
な
ど
、

農
地
管
理
や
農
業
施
設
管
理
が
必
要
で

あ
る
。
鳥
獣
害
対
策
で
は
、
農
業
従
事

者
と
市
と
関
係
団
体
が
連
携
し
、
課
題

解
決
に
向
け
て
さ
ら
に
協
議
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

▼
産
業
廃
棄
物
処
理
等
関
連
施
設
の
現

状
に
つ
い
て

　
産
業
廃
棄
物
処
理
等
関
連
施
設
の
多

く
は
農
業
地
域
や
山
間
部
に
あ
り
、
施

設
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
が
た
め
池
等
に

学
童
保
育
所
お
よ
び
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
現

状
と
課
題
に
つ
い
て
調
査

　
市
の
基
幹
産
業
の
一
つ
で
あ
る
農
業
は
、
遊
休
農
地
の
増
加
や
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作

物
の
被
害
、
後
継
者
不
足
な
ど
で
、
取
り
巻
く
環
境
は
年
々
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
に
対
し
、
市
の
農
業
政
策
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
ま
た
、
産

業
廃
棄
物
処
理
等
関
連
施
設
の
概
要
お
よ
び
福
岡
県
の
立
ち
入
り
検
査
の
現
状
、
規
制

す
る
条
例
等
の
検
討
に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。

（
建
設
環
境
委
員
会
所
管
事
務
調
査
）

農
業
政
策
の
現
状
と
今
後
の
課
題
お
よ
び
産
業
廃
棄

物
処
理
等
関
連
施
設
の
現
状
に
つ
い
て
調
査

5
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問答問問 答

答

問問 答答

問答

利用者が納得できる使用料改定の説明を

　
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
津
屋
崎
千

軒
民
俗
館
、
津
屋
崎
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
、

公
園
の
有
料
施
設
、
農
林
漁
業
体
験

実
習
館
、
農
産
物
直
販
施
設
、
お
魚

セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
、

行
政
・
観
光
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
の
使
用
料
を
見
直
す
た
め
各
関
係

条
例
の
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
ほ
と
ん
ど
の
公
園
施
設
で
料
金

が
微
増
で
あ
る
。
ま
た
、
市
外
利
用

者
の
料
金
が
２
倍
の
設
定
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
算
出
根
拠
は
。

　
　
公
園
使
用
料
の
改
定
は
、
福
岡

都
市
圏
ス
ポ
ー
ツ
施
設
広
域
利
用
の

対
象
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
関
係

か
ら
、
他
施
設
と
の
比
較
が
必
須
と

考
え
て
い
る
。
比
較
検
討
の
上
で
、

ま
た
利
用
者
へ
の
事
前
調
査
に
よ
り
、

基
本
的
に
は
市
内
利
用
者
は
1.1
倍
か

ら
1.2
倍
の
上
げ
幅
で
、
市
外
利
用
者

に
つ
い
て
は
、
都
市
圏
内
の
ほ
と
ん
ど

の
市
町
村
で
２
倍
の
設
定
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
準
ず
る
形
と
し
た
。

　
　
運
動
公
園
の
使
用
料
は
市
内
利  

用
者
の
優
遇
措
置
が
あ
る
が
、
ヨ
ッ

ト
ハ
ー
バ
ー
に
は
な
い
の
か
。

　
　
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
市
内
利
用
者

は
全
体
の
４
分
の
１
程
度
で
、
市
外

利
用
者
も
含
め
受
益
者
負
担
を
１
０

０
％
と
考
え
て
お
り
、
市
民
全
員
が

利
用
す
る
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

優
遇
は
考
え
て
い
な
い
。

主
な
意
見

反
対
　
利
用
し
な
い
人
と
の
公
平
性

の
観
点
か
ら
、
利
用
者
の
負
担
を
高

め
る
こ
と
は
、
各
施
設
の
設
置
目
的

を
達
成
す
る
こ
と
に
相
反
す
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
使
用
料
見
直
し
の
根

拠
で
あ
る
公
共
施
設
使
用
料
設
定
に

係
る
基
本
方
針
の
施
設
分
類
を
、
市

民
目
線
で
精
査
し
て
見
直
す
べ
き
と

考
え
る
。

（
建
設
環
境
委
員
会
審
査
報
告
） 公共施設使用料の見直しを市民目線で
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議案第36号 福津市立学校の施設の開放に関する
条例等を改正することについて
福津市健康福祉総合センター条例等を改正
することについて
福津市津屋崎千軒民俗館条例等を改正する
ことについて

議案第38号

議案第39号

　
市
は
、
公
共
施
設
使
用
料
の
算
定

方
法
を
統
一
し
、
利
用
す
る
人
と
し

な
い
人
の
負
担
の
公
平
性
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
「
公
共
施
設
使
用

料
設
定
に
係
る
基
本
方
針
」
を
策
定

し
た
。
こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、

各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
関
係

条
例
の
改
正
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

基
本
方
針
に
基
づ
き
、
健
康
福
祉
総

合
セ
ン
タ
ー
、
福
間
会
館
の
使
用
料

を
見
直
す
た
め
、
各
関
係
条
例
に
つ

い
て
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
福
間
会
館
の
使
用
料
は
前
回
か

ら
約
半
年
で
の
改
定
と
な
る
が
、
利

用
者
へ
丁
寧
な
説
明
を
し
た
の
か
。 

ま
た
、
中
期
財
政
見
通
し
の
中
で
財

源
不
足
を
生
じ
た
場
合
、
さ
ら
に
こ

の
使
用
料
を
改
正
す
る
こ
と
は
あ
る

か
。
　

　
　
議
会
へ
上
程
す
る
前
に
利
用
者

へ
具
体
的
な
使
用
料
の
説
明
を
行
っ
て

は
い
な
い
。
財
源
不
足
が
生
じ
た
か

ら
と
い
う
理
由
で
さ
ら
に
使
用
料
を

改
正
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
個

別
施
設
計
画
の
中
で
複
合
化
や
統
合

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
を
加
え
進

め
る
。

主
な
意
見

反
対
　
今
回
の
議
案
は
「
基
準
の
統

一
化
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
上
程
さ

れ
た
と
い
う
印
象
が
強
く
、
特
に
福

間
会
館
に
つ
い
て
は
７
月
に
新
料
金

体
制
に
な
っ
て
お
り
、
納
得
で
き
る

要
素
が
残
念
な
が
ら
少
な
い
。
激
変

緩
和
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
市

民
団
体
に
と
っ
て
は
負
担
に
つ
な
が

る
。
市
民
団
体
の
活
動
を
推
進
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
近
隣
市
を
参
考
に
今

後
の
減
免
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
提
案
も
加
え
て
、
こ
の
議
案

に
は
反
対
す
る
。

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
等
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴

い
、
た
ば
こ
税
の
税
率
な
ど
の
市
税

条
例
を
改
正
す
る
。

（
市
民
福
祉
委
員
会
審
査
報
告
）

　
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
市
の
学
校

施
設
、
公
民
館
、
郷
づ
く
り
施
設
お

よ
び
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
使

用
料
を
見
直
す
た
め
各
関
係
条
例
に

つ
い
て
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
今
回
、
利
用
料
改
定
に
な
っ
た

経
緯
は
。

　
　
第
１
次
行
財
政
改
革
大
綱
の
時

か
ら
使
用
料
は
、
利
用
す
る
人
と
利

用
し
な
い
人
の
公
平
性
を
議
論
し
て

き
た
。
施
設
使
用
料
基
本
方
針
の
整

理
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
基
本
方
針

に
従
い
条
例
改
正
を
求
め
た
。

　
　
体
育
施
設
や
公
民
館
等
の
利
用

者
お
よ
び
利
用
団
体
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
行
っ
た
の
か
。

　
　
事
前
説
明
お
よ
び
ヒ
ア
リ
ン
グ

等
は
実
施
し
て
い
な
い
。

主
な
意
見

反
対
　
改
定
根
拠
は
理
解
で
き
る
が
、

市
民
へ
の
確
認
が
な
か
っ
た
点
や
利

用
者
数
・
利
用
状
況
の
把
握
、
改
定

に
至
る
経
緯
が
非
常
に
不
明
瞭
か
つ

不
十
分
で
あ
る
た
め
反
対
で
あ
る
。

　
農
林
水
産
業
の
課
題
に
取
り
組
む

た
め
、
都
市
整
備
部
所
管
の
農
林
土

木
お
よ
び
漁
港
の
整
備
、
海
岸
の
保

全
お
よ
び
整
備
に
関
す
る
事
務
を
地

域
振
興
部
に
移
管
す
る
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
人
員
の
配
備
や
引
継
ぎ
は
適
切

に
行
わ
れ
る
の
か
。

　
　
地
域
振
興
課
農
林
水
産
振
興
係

と
建
設
課
農
林
水
産
施
設
整
備
係
が

新
し
い
課
に
な
る
。
人
員
配
置
は
変

更
な
い
が
、
適
切
な
引
継
ぎ
を
行
う
。

（
総
務
文
教
委
員
会
審
査
報
告
）

市
健
康
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

条
例
等
を
改
正

　
　
　
　賛
成
少
数
で
否
決

公
共
施
設
使
用
料
の
基
本
方
針

を
策
定
、
条
例
改
正
を
提
案

市
税
条
例
を
改
正

　
　
　
　全
員
賛
成
で
可
決

市
立
学
校
の
施
設
の
開
放
に

関
す
る
条
例
等
を
改
正

             

賛
成
な
し
で
否
決

部
設
置
条
例
を
改
正

　
　
　
　全
員
賛
成
で
可
決

津
屋
崎
千
軒
民
俗
館
条
例
等

を
改
正

　
　
　
　賛
成
少
数
で
否
決
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問答問問 答

答

問問 答答

問答

利用者が納得できる使用料改定の説明を

　
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
津
屋
崎
千

軒
民
俗
館
、
津
屋
崎
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
、

公
園
の
有
料
施
設
、
農
林
漁
業
体
験

実
習
館
、
農
産
物
直
販
施
設
、
お
魚

セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
、

行
政
・
観
光
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
の
使
用
料
を
見
直
す
た
め
各
関
係

条
例
の
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
ほ
と
ん
ど
の
公
園
施
設
で
料
金

が
微
増
で
あ
る
。
ま
た
、
市
外
利
用

者
の
料
金
が
２
倍
の
設
定
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
算
出
根
拠
は
。

　
　
公
園
使
用
料
の
改
定
は
、
福
岡

都
市
圏
ス
ポ
ー
ツ
施
設
広
域
利
用
の

対
象
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
関
係

か
ら
、
他
施
設
と
の
比
較
が
必
須
と

考
え
て
い
る
。
比
較
検
討
の
上
で
、

ま
た
利
用
者
へ
の
事
前
調
査
に
よ
り
、

基
本
的
に
は
市
内
利
用
者
は
1.1
倍
か

ら
1.2
倍
の
上
げ
幅
で
、
市
外
利
用
者

に
つ
い
て
は
、
都
市
圏
内
の
ほ
と
ん
ど

の
市
町
村
で
２
倍
の
設
定
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
準
ず
る
形
と
し
た
。

　
　
運
動
公
園
の
使
用
料
は
市
内
利  

用
者
の
優
遇
措
置
が
あ
る
が
、
ヨ
ッ

ト
ハ
ー
バ
ー
に
は
な
い
の
か
。

　
　
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
市
内
利
用
者

は
全
体
の
４
分
の
１
程
度
で
、
市
外

利
用
者
も
含
め
受
益
者
負
担
を
１
０

０
％
と
考
え
て
お
り
、
市
民
全
員
が

利
用
す
る
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

優
遇
は
考
え
て
い
な
い
。

主
な
意
見

反
対
　
利
用
し
な
い
人
と
の
公
平
性

の
観
点
か
ら
、
利
用
者
の
負
担
を
高

め
る
こ
と
は
、
各
施
設
の
設
置
目
的

を
達
成
す
る
こ
と
に
相
反
す
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
使
用
料
見
直
し
の
根

拠
で
あ
る
公
共
施
設
使
用
料
設
定
に

係
る
基
本
方
針
の
施
設
分
類
を
、
市

民
目
線
で
精
査
し
て
見
直
す
べ
き
と

考
え
る
。

（
建
設
環
境
委
員
会
審
査
報
告
） 公共施設使用料の見直しを市民目線で

下記議案については全員賛成で同意・可決
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議案第32号           
議案第33号
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議案第35号
議案第37号
議案第40号

人権擁護委員候補者の推薦について
令和３年度福津市一般会計補正予算（第３号）について
令和３年度福津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について
令和３年度福津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について
令和３年度福津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について
令和３年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について
令和３年度福津市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について
福津市部設置条例を改正することについて
福津市税条例を改正することについて
令和３年度福津市一般会計補正予算（第４号）について
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議案名

結
　
果

否
決

否
決

否
決

江
上
　
隆
行

米
山 

　
信

椛
村
　
公
彦

榎
本
　 

博

戸
田
　
進
一

横
山
　
良
雄

蒲
生 

　
守

中
村
　
清
隆

髙
山
　
賢
二

下
山
　
昭
博

尾
島
　
武
弘

中
村
　
晶
代

田
中
　
純
子

八
尋
　
浩
二

石
田
ま
な
み

秦
　
　
浩

森
上
　
晋
平

福
井
　
崇
郎
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○
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●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●
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●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

議
長
は
表
決
に
参
加
し
ま
せ
ん

議案第36号 福津市立学校の施設の開放に関する
条例等を改正することについて
福津市健康福祉総合センター条例等を改正
することについて
福津市津屋崎千軒民俗館条例等を改正する
ことについて

議案第38号

議案第39号

　
市
は
、
公
共
施
設
使
用
料
の
算
定

方
法
を
統
一
し
、
利
用
す
る
人
と
し

な
い
人
の
負
担
の
公
平
性
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
「
公
共
施
設
使
用

料
設
定
に
係
る
基
本
方
針
」
を
策
定

し
た
。
こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、

各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
関
係

条
例
の
改
正
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

基
本
方
針
に
基
づ
き
、
健
康
福
祉
総

合
セ
ン
タ
ー
、
福
間
会
館
の
使
用
料

を
見
直
す
た
め
、
各
関
係
条
例
に
つ

い
て
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
福
間
会
館
の
使
用
料
は
前
回
か

ら
約
半
年
で
の
改
定
と
な
る
が
、
利

用
者
へ
丁
寧
な
説
明
を
し
た
の
か
。 

ま
た
、
中
期
財
政
見
通
し
の
中
で
財

源
不
足
を
生
じ
た
場
合
、
さ
ら
に
こ

の
使
用
料
を
改
正
す
る
こ
と
は
あ
る

か
。
　

　
　
議
会
へ
上
程
す
る
前
に
利
用
者

へ
具
体
的
な
使
用
料
の
説
明
を
行
っ
て

は
い
な
い
。
財
源
不
足
が
生
じ
た
か

ら
と
い
う
理
由
で
さ
ら
に
使
用
料
を

改
正
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
個

別
施
設
計
画
の
中
で
複
合
化
や
統
合

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
を
加
え
進

め
る
。

主
な
意
見

反
対
　
今
回
の
議
案
は
「
基
準
の
統

一
化
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
上
程
さ

れ
た
と
い
う
印
象
が
強
く
、
特
に
福

間
会
館
に
つ
い
て
は
７
月
に
新
料
金

体
制
に
な
っ
て
お
り
、
納
得
で
き
る

要
素
が
残
念
な
が
ら
少
な
い
。
激
変

緩
和
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
市

民
団
体
に
と
っ
て
は
負
担
に
つ
な
が

る
。
市
民
団
体
の
活
動
を
推
進
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
近
隣
市
を
参
考
に
今

後
の
減
免
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
提
案
も
加
え
て
、
こ
の
議
案

に
は
反
対
す
る
。

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
等
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴

い
、
た
ば
こ
税
の
税
率
な
ど
の
市
税

条
例
を
改
正
す
る
。

（
市
民
福
祉
委
員
会
審
査
報
告
）

　
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
市
の
学
校

施
設
、
公
民
館
、
郷
づ
く
り
施
設
お

よ
び
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
使

用
料
を
見
直
す
た
め
各
関
係
条
例
に

つ
い
て
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
今
回
、
利
用
料
改
定
に
な
っ
た

経
緯
は
。

　
　
第
１
次
行
財
政
改
革
大
綱
の
時

か
ら
使
用
料
は
、
利
用
す
る
人
と
利

用
し
な
い
人
の
公
平
性
を
議
論
し
て

き
た
。
施
設
使
用
料
基
本
方
針
の
整

理
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
基
本
方
針

に
従
い
条
例
改
正
を
求
め
た
。

　
　
体
育
施
設
や
公
民
館
等
の
利
用

者
お
よ
び
利
用
団
体
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
行
っ
た
の
か
。

　
　
事
前
説
明
お
よ
び
ヒ
ア
リ
ン
グ

等
は
実
施
し
て
い
な
い
。

主
な
意
見

反
対
　
改
定
根
拠
は
理
解
で
き
る
が
、

市
民
へ
の
確
認
が
な
か
っ
た
点
や
利

用
者
数
・
利
用
状
況
の
把
握
、
改
定

に
至
る
経
緯
が
非
常
に
不
明
瞭
か
つ

不
十
分
で
あ
る
た
め
反
対
で
あ
る
。

　
農
林
水
産
業
の
課
題
に
取
り
組
む

た
め
、
都
市
整
備
部
所
管
の
農
林
土

木
お
よ
び
漁
港
の
整
備
、
海
岸
の
保

全
お
よ
び
整
備
に
関
す
る
事
務
を
地

域
振
興
部
に
移
管
す
る
改
正
を
行
う
。

主
な
質
疑

　
　
人
員
の
配
備
や
引
継
ぎ
は
適
切

に
行
わ
れ
る
の
か
。

　
　
地
域
振
興
課
農
林
水
産
振
興
係

と
建
設
課
農
林
水
産
施
設
整
備
係
が

新
し
い
課
に
な
る
。
人
員
配
置
は
変

更
な
い
が
、
適
切
な
引
継
ぎ
を
行
う
。

（
総
務
文
教
委
員
会
審
査
報
告
）

市
健
康
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

条
例
等
を
改
正

　
　
　
　賛
成
少
数
で
否
決

公
共
施
設
使
用
料
の
基
本
方
針

を
策
定
、
条
例
改
正
を
提
案

市
税
条
例
を
改
正

　
　
　
　全
員
賛
成
で
可
決

市
立
学
校
の
施
設
の
開
放
に

関
す
る
条
例
等
を
改
正

             

賛
成
な
し
で
否
決

部
設
置
条
例
を
改
正

　
　
　
　全
員
賛
成
で
可
決

津
屋
崎
千
軒
民
俗
館
条
例
等

を
改
正

　
　
　
　賛
成
少
数
で
否
決
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